
 

 

令和 4 年 3 月 

浜田市議会定例会議議案 

(追 加 提 出 分) 

 

 

 

 

 令和 4 年 3 月 3 日 



令和 4 年 3 月浜田市議会定例会議付議事件（追加） 

 

議 案 

議案第 34 号  浜田市職員の退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金に関

する条例及び浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例について 

議案第 35 号  浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第 36 号  令和 3 年度浜田市一般会計補正予算（第 14 号） 

議案第 37 号  令和 4 年度浜田市一般会計補正予算（第 1 号） 
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議案第 34 号 

 

浜田市職員の退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金に関する条

例及び浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

浜田市職員の退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金に関する条例及

び浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

令和 4 年 3 月 3 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

  



2 

浜田市職員の退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金に関する条

例及び浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

（浜田市職員の退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金に関する条例

の一部改正） 

第 1 条 浜田市職員の退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金に関する

条例（平成 17 年浜田市条例第 62 号）の一部を次のように改正する。 

第 9 条第 1 項ただし書を削る。 

（浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市消防団員等公務災害補償条例（平成 17 年浜田市条例第 258

号）の一部を次のように改正する。 

第 3 条第 2 項ただし書を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例の施行の際現に担保に供されている退隠料、扶助料、傷病補償

年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例

の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 
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議案第 35 号 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 4 年 3 月 3 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

浜田市国民健康保険条例（平成 17 年浜田市条例第 151 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 18 条の 6 中「63 万円」を「65 万円」に改める。 

第 18 条の 6 の 12 中「19 万円」を「20 万円」に改める。 

第 22 条第 1 項中「63 万円」を「65 万円」に改め、同条第 3 項中「63 万円」

を「65 万円」に、「19 万円」を「20 万円」に改め、同条第 4 項中「63 万円」

を「65 万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市国民健康保険条例の規定は、令和 4 年度

以後の年度分の保険料について適用し、令和 3 年度以前の年度分の保険料

については、なお従前の例による。 














































































